
朝食320円　昼食600円　おやつ50円　夕食580円　宿泊代2,100円

20,916円

小規模多機能ホーム楽生苑みのりの里

【介護保険サービス基本料金】

介護度 単位数 自己負担1割 自己負担2割 自己負担3割

46,110円

要支援1 3,450 3,450円 6,900円 10,350円

要支援2 6,972 6,972円 13,944円

74,031円

要介護1 10,458 10,458円 20,916円 31,374円

要介護2 15,370 15,370円 30,740円

上記サービス基本料金に要件を満たす場合、次の料金が加算されます

要介護3 22,359 22,359円 44,718円 67,077円

要介護4 24,677 24,677円 49,354円

自己負担1割 自己負担2割 自己負担3割

要介護5 27,209 27,209円 54,418円 81,627円

初期加算 30円 60円 90円

認知症加算（Ⅱ） 890円 1,780円 2,670円

認知症加算（Ⅳ） 460円 920円 1,380円

看護職員配置加算（Ⅰ） 900円 1,800円 2,700円

科学的介護推進体制加算 40円 80円 120円
利用者の自立支援に向けたサービスを提供し、ADL値・心身の状況等

情報をLIFEを用いて厚生労働省に提出した場合

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 640円 1,280円 1,920円 介護福祉士の数が全体の50％以上配置

総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 1,200円 2,400円 3,600円 個別サービス計画作成の見直し・他職種と連携体制

訪問体制強化加算　 1,000円 2,000円 3,000円 １月あたりの延べ訪問回数が200回以上の場合

令和６年４月1日現在

介護職員処遇改善加算(Ⅰ） 単位数総合計10.2％

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 単位数総合計  1.2％

介護職員等ベースアップ等支援加算 単位数総合計  1.7％

令和６年６月より上記３項目に変わり算定することとなる新加算です。総単位数に対して14.6％相当

利　用　料

各種加算項目 加算要件

利用開始した日から30日間に係る1日当たりの加算

日常生活自立度Ⅲ以上の個別加算認知症（介護実践リーダー研修修了

者を配置した場合）

要介護2で日常生活自立度Ⅱの個別加算

常勤専従の看護師を１名以上配置

介護職員等処遇改善加算( Ⅱ） 



　




